
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 税務上の会計処理と企業会計の会計処理が違う問題はなかなかやっかいです。もちろん、企業会計基準にそって会計処理を

し、その後税務申告において申告調整をすれば問題はありませんが、税務上の処理を優先する会社もあります。 

 説例は親会社が 100％子会社を吸収合併する場合で、法人税法上適格合併に該当します。 

 まず、企業会計上の会計処理は表の右上のようになります。（企業結合会計基準及び企業分離等会計基準に関する適用指針

206）子会社から受け入れる資産負債は適正な帳簿価額により計上し、資産と負債の差額から子会社株式（抱合せ株式）の適正

な帳簿価額との差額を特別損益に計上します。この例では差益は 0円となっています。 

 一方税務上は、適格合併の場合には子会社から移転する資産等は帳簿価額により引き継がれ、また被合併法人（子会社）の

利益積立金額が合併法人（親会社）に引き継がれます。 

 具体的な会計処理は表右下のようになります。借方の資産 50,000 と貸方の負債、子会社株式、利益積立金額の合計 70,000

との差額 20,000はマイナス資本金等となります。（法人税法施行令 8条①五） 

 発行：株式会社ワイズ 
 ワイズ公共データシステム(株) 
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「WISENET」は建設業業務支援ソフト「Wisdom（ウィズダム）」ユーザー様、ワイズ公共データシステム(株)に経営状況分析申請を頂いたお客様、又は資料のご請求を頂き

ましたお客様及び研修会で名刺交換をさせていただきました皆様等に経審に関する最新情報、経審書類作成のワンポイントを紹介、月一回の発行となります。 

内容に関するお問い合わせ、バックナンバーの請求（99 年 2 月号～）は弊社までご連絡下さい。弊社ホームページよりバックナンバーのダウンロードができます（1 月号

は 1 月 31 日より可能）。ログインＩＤは「1921」です。入力後、［ログイン］ボタンをクリックして下さい。 → ワイズホームページ http://www.wise.co.jp/ 
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＜ 企業再編 マイナス資本剰余金 ＞ 
 

  次に、経営事項審査では Y 評点（経営状況）において利益剰余金（X8）が点数の対象となっています。企業会計の処理と税

務上の処理では 20,000 の差が生じています。もちろん逆のケースもありますのでいつも税務上の処理がよいというわけではあ

りません。また、資本剰余金がマイナスというわけにもいきませんが親会社にある資本剰余金と相殺されることもあるかもし

れません。 

 

 建設業法においては、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し」て財務諸表を作成

することになっていますが、各人の考え方が問われるところです。 

ＷＩＳＥＮＥＴ編集部  松  村      清（税理士） 

法人税法施行令８条①五 資本金等の額 

 適格合併の場合 

  被合併法人（子会社）の資本金等の額 (10,000)－その合併による増加資本金額等 (0)－抱合株式のその合併直前の 

帳簿価額 (30,000)＝△20,000 

資産の部
50,000

負債の部
20,000

純資産の部
30,000

子会社

１００％
子会社

資産の部

子会社株式
30,000  

その他
170,000  

負債の部
100,000

純資産の部
100,000

親会社

吸収
合併

資本金等 10,000
利益積立金額 20,000

 

企業会計
（借） （貸）
資産 50,000       負債 20,000

子会社株式 30,000
抱合せ株式
消滅差益 0

税務上の処理
（借） （貸）
資産 50,000       負債 20,000
資本剰余金 20,000       子会社株式 30,000

利益積立金額 20,000

特別損益

 

税務上の会計処理と企業会計の会計処理の違いが「経審」に及ぼす影響 
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